
広島県警察メールマガジンの廃止について 

平素より当県警察メールマガジンをご利用いただき、

誠にありがとうございます。 

このたび、フューチャーフォン（通称「ガラケー」）向

けサービスの提供終了に伴い、令和８年３月３１日をも

ちまして、当県警察メールマガジンの配信を終了させて

いただくことになりました。 

これまで当県警察メールマガジンにてお届けしており

ました情報につきましては、今後は広島県警察安全安心

アプリ「オトモポリス」にて配信する予定です。 

 iOS端末はこちら Android端末はこちら 

 

 

 

 

自転車のマナーについて 

自転車を安全に利用するためには、利用者

一人一人の心構えが大切になってきます。 

 交通マナーの向上を心がけましょう。 

    自転車安全利用五則 

● 車道が原則、左側を通行 

歩道は例外、歩行者を優先 

● 交差点では信号と一時停止を守って、安全 

確認 

● 夜間はライトを点灯 

● 飲酒運転は禁止 

● ヘルメットを着用   

あなたの命を守る自転車用ヘルメット 

自転車事故で亡くなる方の約６割が頭部に

致命傷を負っています。 

（平成３０年～令和４年合計） 
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緊急の事件・事故は迷わずに１１０番緊急ダイヤルへ。 

令和６年の全１１０番通報の約３割は緊急を要しない通報で    

した。 

電話番号案内や相談・問合せなどの電話により、本来の緊急   

を要する事件・事故の受付ができなくなることがあります。本  

当に必要な人のために、みんなで正しく使い分けましょう。  

真に必要な事件・事故の１１０番通報が受理できなくなるな 

ど、業務の妨害になります。悪質ないたずらは、検挙されるこ 

とがあります。 
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